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勤
務
先
の
倒
産
や
解
雇
等
に
よ
る
離
職
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
方
は
、
失
業
（
離
職
）
か
ら
一

定
の
期
間
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。（
軽
減
に
は
申
請
が
必
要
で
す
）

■
対
象
者
に
つ
い
て　

　

次
の
①
～
③
全
て
に
あ
て
は
ま
る
方
が
対
象

と
な
り
ま
す
。 

①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
年
月
日
が
、

平
成
21
年
３
月
31
日
以
後
で
あ
る
こ
と 

②
離
職
日
に
お
い
て
、
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と 

③
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

「
離
職
理
由
コ
ー
ド
」
が
「
11
・
12
・
21
・
22
・

23
・
31
・
32
・
33
・
34
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ

と■
適
用
さ
れ
る
期
間
に
つ
い
て

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
、
翌
年
度
末
ま
で
と
な

り
ま
す
。

※
再
就
職
し
て
国
民
健
康
保
険
以
外
に
加
入
す

る
場
合
は
、
そ
の
時
点
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
軽
減
の
算
定
方
法

　

対
象
者
の
前
年
所
得
の
う
ち
、
給
与
所
得
を

３
０
／
１
０
０
と
し
て
算
定
し
賦
課
す
る
こ
と

に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減
し
ま
す
。

（
給
与
以
外
の
所
得
、
対
象
者
以
外
の
被
保
険
者

の
所
得
、
対
象
期
間
外
の
所
得
に
つ
い
て
は
、

１
０
０
／
１
０
０
と
し
て
算
定
し
ま
す
。）

■
申
請
に
必
要
な
も
の　

○
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し

○
印
鑑

■
申
請
場
所　

　

税
務
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
・
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ
　

　

税
務
課　

課
税
第
１
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

非
自
発
的
失
業
者
の
方
は
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

国保会計がピンチ！になっています⑱

◆問い合わせ　健康増進課　医療保険班　☎０８２０（７７）５５０２

　日ごろより竜崎温泉潮風の湯を
ご利用いただき、ありがとうござ
います。
　旧橘町および周防大島町が発行
した竜崎温泉潮風の湯の入浴回数
券（使用期限の記載のないもの）
につきまして、発行から相当の年
数が経過しているため、お早めに
ご利用いただきますようお願いし
ます。また、新しい回数券との交
換も行っておりますので、役場商
工観光課、各総合支所、日良居出
張所または竜崎温泉にて新券に交
換していただき、引き続き回数券
をご利用いただきますようお願い
します。

◆問い合わせ
商工観光課　

☎０８２０（７９）１００３

「お早めにご利用をお願い
します」竜崎温泉入浴回
数券のご利用について

　町では、ここ数年、国保会計の赤字を補填するため一般会計から多額の繰入れを行っていますが、今年度も
引き続き医療費が増加傾向にあることから、更なる赤字補填の必要性が見込まれており、その他の行政サービ
スへの影響が懸念されています。
平成 26 年度の 3 月から 9 月まで
の医療費実績額から 1 年分を推
計すると、医療費は、対前年度比
2.5% 増の約 29 億 7 千 306 万円、
１人当たりにすると 46 万 9 千円

（対前年度比 5.1% 増）となり、前
年度に比べ 2 万 2 千円余りの増
加が見込まれます。国保制度の健
全運営を図るため、より一層の医
療費の節約はもちろんのこと、近
く国保税の税率改正も必要と考え
られます。今後も被保険者のみな
さまのご理解とご協力をお願いし
ます。


